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平
成
６
年
に
開
園
し
、
地
域
で
親
し
ま
れ

て
き
た
歌
舞
伎
文
化
公
園
ふ
る
さ
と
会
館
。

　

今
後
も
地
域
の
歴
史
を
伝
え
る
中
心
的
施

設
と
し
て
活
用
し
、
町
内
外
問
わ
ず
よ
り
多

く
の
方
に
訪
れ
て
も
ら
え
る
施
設
と
な
る
よ

う
、
展
示
内
容
な
ど
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行

い
ま
し
た
。

【問い合わせ先】
歌舞伎文化公園管理事務所
歌舞伎文化公園ふるさと会館
　ＴＥＬ：０５５ー２７２ー５５００
　ＦＡＸ：０５５ー２７２ー５５１０

（休園日のお問合せは町産業振興課まで）
【開園日】金・土・日曜日および祝祭日

※ただし年末年始（１２月２８日～１月４日）は休園
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ぶ
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の
品
を
は
じ
め
、
数

の
品
を
は
じ
め
、
数

多
く
の
兜
・
鎧
、
歴

多
く
の
兜
・
鎧
、
歴

史
的
文
献
、
資
料
な

史
的
文
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、
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料
な

ど
を
展
示
。

ど
を
展
示
。

　

特
に
兜
・
鎧
は
実
際

　

特
に
兜
・
鎧
は
実
際

に
使
用
さ
れ
て
い
た
も

に
使
用
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
り
、

の
で
あ
り
、
兵兵つ

わ
も
の
た
ち

つ
わ
も
の
た
ち

者
達
者
達
の
魂
の
魂

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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甲
冑
な
ど
本
物
の
歴
史
資
料
展
示

甲
冑
な
ど
本
物
の
歴
史
資
料
展
示

　　県内はもとより全国的にも貴重な展
示品や本格的な着付け体験など、 よ
り歴史の世界に浸れる施設としてリ
ニューアルすることができました。
　　「新たな」 歌舞伎文化公園ふるさと
会館で多くの皆さまのお越しをお待ち
しております。
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オンライン申し込
みはこちらから

着物は約着物は約 150150 着着
から選択可能から選択可能

憧れの憧れの
忍者にも忍者にも
なれるぞなれるぞ

▲直
じきさんはたもと

参旗本　

興
おきつけでんらいもがみどうぐそく

津家伝来最上胴具足

町担当者町担当者からから ▶
歌
舞
伎
文
化
公
園

　　ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

１
階
で
は
、
甲
冑
・
兜
・
忍
者
・
着
物

１
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で
は
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忍
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・
着
物
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付
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と
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と
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。

　

園
内
で
あ
れ
ば
自
由
に
散
策
可
能
な
の

　

園
内
で
あ
れ
ば
自
由
に
散
策
可
能
な
の

で
、
あ
な
た
だ
け
の
フ
ォ
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ォ
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ょ
う
か
？

し
ょ
う
か
？

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル  

其
ノ
二

其
ノ
二

～令和７年度の交通災害共済の受付が始まります～

　交通災害共済は、加入者が交通事故による災害にあった場合に、被害の程度によって見舞金をお
支払いする相互救済の制度です。（共済掛金：１人につき年額５００円）
【加入資格】町の住民基本台帳に記載されている方。※�学生は、住民票がなくても加入できます。

【申込方法】申込書は地区ごとに用意してあります。掛け金
を添えて、３月３日㈪～３１日㈪に右表を参考にお住まいの
地区の申込場所へお申し込み下さい。
【共済期間】令和７年４月１日～令和８年３月３１日
※�中途加入の場合、支払日の翌日から令和８年３月３１日まで

　火災が発生しやすいこの時期、ご自宅の防火対策は万全か、普段の生活の中で火災の発生に繋が
る危険な習慣はないか、もう一度ご確認をお願いします。

① 寝たばこは絶対にしない、させない。

② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

③ コンロを使うときは火のそばを離れない。

④ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

① 火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置付きの機器を使用する。

② 住宅用火災警報器は定期的に点検し、１０年を目安に交換する。

③ 部屋を整理整頓し、寝具及びカーテンは防炎品を使用する。

④ 消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確認し、備えておく。

⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

『守りたい 未来があるから 火の用心』『守りたい 未来があるから 火の用心』

火災予防
に努めま

しょう

４つの
習慣

３月１日～７日 は 春季火災予防運動

６つの
対策

住宅用火災警報器の設置・維持管理の徹底を！

交通災害共済に加入しましょう！

ご不明な点は消防本部までお問い合わせ下さい。ご不明な点は消防本部までお問い合わせ下さい。  峡南消防本部 峡南消防本部☎☎055-272-1919055-272-1919（代表）（代表）

峡南消防本部からのお知らせ

１１人年額 人年額 505000 円円

町防災課防災防犯係 ☎ 055-272-1175

町防災課からのお知らせ

３３月月３３日から受付開始日から受付開始

臨時窓口臨時窓口（役場本庁舎１階）（役場本庁舎１階）  ※市川地区のみ※市川地区のみ
３月３日㈪から１４日㈮ ９：００～１６：００

お住いの地区 申込場所

 三珠地区  ※三珠支所

 市川地区  本庁舎２階防災課
 （臨時窓口開設中は本庁舎１階）

 六郷地区  六郷支所

　住宅用火災警報器は、火災での逃げ遅れによる死者を防ぐ重要な設備です。中に
入っている電池が切れると作動しませんので、定期的に点検用のボタンを押して
作動確認をお願いします。近隣住宅を巻き込む延焼火災が増加していることから、
本人だけでなく家族や隣人の安全を守るためにも、住宅用火災警報器の確実な設置
と、経年に伴う交換等により維持管理の徹底をし、初期消火・早期避難で尊い命を
守りましょう。

※ 三珠支所での受付は３月１４日㈮までです。

「交通災害共済」は令和７年度を最終募集とし、廃止となります。

防災無線の聞き直しサービス（☎ 0120-704-553（無料）  ☎ 055-272-7799）を再開しました。
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有料広告

有料広告

1F大会議室

出納室

生
涯
学
習
課

教
育
総
務
課

教
育
長
室

EV

守衛室

エントランスホール
正
面
玄
関

通用口

☆
子
育
て
支
援
課

福
祉
課

☆
い
き
い
き
健
康
課

町
民
課

介
護
課

税
務
課

【新しい電話番号】
子育て支援課
☎055-224-9011
いきいき健康課
☎055-224-9010

2F
【新しい電話番号】
産業振興課
☎055-240-4157

N

会議室２

会議室１

政
策
推
進
課

◎
防
災
交
通
課

総
務
課

町
長
室

EV

相談室

生
活
環
境
課

建
設
課

会議室３

財
政
課

☆
産
業
振
興
課

町
役
場

町
役
場
本
庁
舎

本
庁
舎
で
の
で
の

手
続
き

手
続
き
がが

よ
り
便
利
に

よ
り
便
利
に
な
り
ま
す

な
り
ま
す

　

町
で
は
、
令
和
７
年
３
月
17
日
よ
り
、
さ

ら
な
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
・
持
続
可
能
な

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
向
け
て
、
業
務
体
制
の
効
率

化
を
図
る
た
め
、
全
て
の
課
を
本
庁
舎
へ
集
約

し
ま
す
。

　

ま
た
、令
和
７
年
４
月
１
日
よ
り
「
防
災
課
」

を
「
防
災
交
通
課
」
へ
と
名
称
を
改
め
、
地
域

公
共
交
通
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

現
在
取
り
組
ん
で
い
る
公
共
施
設
の
統
廃
合
や

交
通
事
業
者
に
お
け
る
運
転
手
不
足
等
の
課
題

に
対
応
し
、
生
活
交
通
の
利
便
性
向
上
に
取
り

組
み
ま
す
。

問
町
総
務
課
総
務
人
事
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
２

◆「防災課」を「防災交通課」へ改称
◆「六郷支所」を「六郷出張所」へ改称

◆「三珠支所」の廃止
◆「子育て支援課」「いきいき健康課」
　 「産業振興課」を本庁舎へ移転

４月１日火

３月１７日🈷

変更点変更点主
な
主
な

本庁舎の新配置（３/１７～） ※３階は変更ありません。

☆移転する課の新しい配置先（３/１７～）　◎改称する課（４/１～）

ご理解と
ご協力を

お願いします

町町
で
は
で
は
団
体
団
体
がが
行
う
事
業

行
う
事
業
のの

共
催
・
協
力
・
後
援

共
催
・
協
力
・
後
援

をを
行
っ
て
い
ま
す

行
っ
て
い
ま
す

進
め
よ
う
！
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

　

町
で
は
、
団
体
が
開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
等

の
事
業
に
対
し
て
、
一
定
の
要
件
の
も
と
、

共
催
・
協
力
・
後
援
の
承
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
協
働
に
よ
る
豊
か
で
活
力
に
あ
ふ
れ

る
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、
共
催

等
の
申
請
の
手
引
き
を

作
成
し
ま
し
た
。
希
望

す
る
団
体
は
、
手
引
き

等
を
参
考
に
申
請
し
て

下
さ
い
。

協力協力 共催共催

▼詳細はこちら

後援後援

　町が団体ととも
に主催者として事
業を企画・運営し、
その中身や結果に
ついて責任を負い
ます。

Ｒ７年度
実施分より

　 町 が 団 体 の 企
画した事業に賛同
し、行政の立場と
してできる範囲で
支援します。

　 町 が 団 体 の 企
画した事業に賛同
し、 町として応援
することを表明し
ます。

問問町総務課行財政改革推進係�☎ 055-272-1102町総務課行財政改革推進係�☎ 055-272-1102
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